






                                                                                                          
                     

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「食欲の秋」「読書の秋」「睡眠の秋」など…秋は一年の中でも過ごしやすく快適な季節である 

ため、様々なことが楽しめます。気象庁の定義によると、秋とは 9 月から 11 月までとされており、 

12 月から 2 月までは冬とされているそうです。秋といえば皆さんはどんな秋を想像されるで 

しょうか。私は専ら食欲の秋です（笑） 

日々を忙しく過ごしていると忘れてしまいがちですが、秋には様々な祝日があります。 

近年では 9 月の敬老の日と秋分の日を含め、秋の大型連休となったことから、5 月の大型連休であるゴールデン 

ウィークに対してシルバーウィークと呼ばれるようにもなりました。 

また、10 月第 2 月曜日の祝日である「体育の日」は、東京オリンピックの開催に伴い令和 2 年より「スポーツの日」へ

名称が改められたのは記憶に新しいのではないでしょうか。今回はそんな祝日の起源を紐解き、実は「秋」という季節

と関わりの深い「勤労感謝の日」について深堀したいと思います。 

最近はあまり耳にすることがなくなった表現ではありますが、「祝祭日」という言葉があります。これは祝典（慶祝儀

礼）・祭典（宗教祭祀儀礼）の行われる定例日の事をいいますが、昭和 23 年 7 月 20 日制定の現行制度「国民の祝日

に関する法律」では祝日しか規定されていません。日本における「祝祭日」とは戦前の名残なのです。 

※歴史的な経緯についての説明は長くなるため今回は割愛させていただきます。 

名称の違いを見比べてみましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※秋分の日は、観測により決まるため毎年同じ日とは限りません。詳しくは「国立天文台」の HP 等をご参照下さい。 

11 月 23 日の「勤労感謝の日」は、「勤労を尊び、生産を祝い、国民が互いに感謝しあう日」とされて 

いますが、起源となる「新嘗祭」の性質から、単なる勤労や生産に対する感謝の日とは意味が異なる 

ことがわかります。 

新嘗祭の起源については稲作開始の弥生時代まで遡るといわれており、「日本書紀」神代巻では邇邇芸命（にに

ぎのみこと）が地上世界である葦原中津国（あしはらのなかつくに・日本）に降り立つ際、天照大御神が三大神勅（さん

だいしんちょく）と呼ばれる三つの使命を託しました。その神勅の一つである「斎庭の稲穂（ゆにわのいなほ）の神勅」

では「高天原（たかまのはら）で育てられている斎み清めた田んぼの稲穂を地上でも育てなさい」といったことを仰せに

なり、地上世界でも穀物の栽培が行われ、農業の事始めとなったとされています。その御神恩に対する感謝の祭りと

して、五穀豊穣を祝い、神々に報告する祭りが新嘗祭であります。現在でも宮中の儀に合わせて、全国の神社で執り

行われているお祭りです。 

江戸時代、飢饉が流行し不安定な世の中で、自ら編み出した「報徳思想」を用いて日本各地の財政復興に尽力し

た二宮尊徳の言葉に「天理に順（したが）ひて種を蒔き、天理に逆（さか）ふて草を取り、欲に随（したがひ）て家業

を励み、欲を制して義務を思ふべきなり」という言葉があります。二宮尊徳の言葉にあるように、 

私たちは自然の摂理に従い、そして、自然に逆らうことで文明の発展を遂げてきました。 

しかしながら、どんなに進歩を遂げようとも、私たち人間は自然の上に生かされていることを忘れず、 

自然との共生をはかり、そして日々の「食」への感謝の気持ちを忘れないようにしたいものです。 

 



育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の方・育児休業取得予定の方へ

(育休開始日からカウント)

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

令和3年9月1日から、育児休業給付に関する
被保険者期間の要件を一部変更します

～育児休業開始日が令和３年９月１日以降の方が対象です～

育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数（就労日数）が
11日以上*1ある完全月が12か月以上あること。

被保険者期間において上記要件を満たさないケースでも、産前休業開始日等*2を起算点とし
て、その日前2年間に賃金支払基礎日数（就労日数）が11日以上*1ある完全月が12か月以上
ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。

4/5 5/5 3/52/5
産休開始
4/5

出産
4/30

⑪※

月に11日以上就労していないため、
被保険者期間として計上できない

育休開始
６/26

就職
4/1

被保険者期間12か月を満たす

＊1 11日以上の月が12か月ない場合、完全月で賃金支払基礎となった時間数が80時間以上の月を１か月として算定します。
＊2 産前休業を開始する日前に子を出生した場合は「当該子を出生した日の翌日」、産前休業を開始する日前に当該休業に

先行する母性保護のための休業をした場合は「当該先行する休業を開始した日」を起算点とします。
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4/26 5/26 3/262/26 4/26 5/26
産休開始
4/5

出産
4/30

※ 1か月に満たない期間の場合は
1/2か月として計上

育休開始
６/26

就職
4/1

①②⑫

改正後の方法によって被保険者期間を確認する場合、休業開始時賃金月額証明書の④および⑦の「休業等
を開始した日」欄に産前休業開始日等を記載してください。それ以外の記載方法はこれまでと同様です。
詳しくは、事業所の所在地を管轄するハローワークにご相談ください。

[休業開始時賃金月額証明書の記載の仕方]

産前休業の
ため就労なし

産前休業の
ため就労なし

産後休業の
ため就労なし

産後休業の
ため就労なし

追加

「育児休業給付金」の被保険者期間の要件が、9月1日から一部変更となります。これにより、
これまで要件を満たさなかった場合でも、支給の対象となる可能性があります。特に、勤務開始
後1年程度で産休に入った方などは対象となる可能性がありますので、一度ご確認ください。

現行

原則の育児休業給付の被保険者期間

改正後

就職 令和3年4月1日

産前休業 令和4年4月5日～

出産日 令和4年4月30日

産後休業 ～令和4年6月25日

育児休業 令和4年6月26日～

被保険者要件

（現行）

被保険者期間12か月を

満たさない

被保険者要件

（改正後）

被保険者期間12か月を

満たす

①

現行

改正後 (産休開始日からカウント)

具体的な事例




